
滝上町告示第55号

地域公共交通夜間運行事業補助金交付要綱（平成26年告示第18号）の一部を次のよ

うに改正し、令和６年４月１日から適用する。

令和６年４月15日

滝上町長 清 原 尚 弘

第６条に規定する地域公共交通夜間運行事業補助金交付申請書を次のように改め

る

様式第１号（第６条関係）地域公共交通夜間運行事業補助金申請書

第７条に規定する地域公共交通夜間運行事業補助金交付決定通知書を次のように

改める。

（様式第１号） 

 

地域公共交通夜間運行事業補助金交付申請書 

 

年   月   日 

 

滝上町長             様 

 

住所  

氏名               印 

 

標記事業に関し、補助金等の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業の概要 

 

 

３ 事業の着手及び完了の予定期日 

着手      年   月   日 

完了      年   月   日 

 

４ 補助金等交付申請額   金               円 



様式第２号（第７条関係）地域公共交通夜間運行事業補助金交付決定通知書

第８条に規定する地域公共交通夜間運行事業補助金請求書を次のように改める。

様式第３号（第８条関係）地域公共交通夜間運行事業補助金請求書

（様式第２号） 

 

決 定 通 知 書  

 

滝上町第      号指令 

 

 

 

       年    月    日付けで申請のあった地域公共交通夜間運行事業補助金交

付要綱第６条の規定に基づく補助金交付申請に対し、金               円補助す

る。 

ただし、次の事項を留意されたい。 

 

        年    月    日 

 

滝上町長  

 

１．補助金の目的以外に使用した場合は、補助金の一部又は全額を返納させることが

ある。 

２．補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければ

ならない。 

３．補助事業等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなけ

ればならない。 

４．補助事業等の内容の変更により補助事業等に要する経費が変更された場合におけ

る補助金の額については別に通知する。 

５．この補助金については、第１四半期及び第３四半期に概算交付するものとし、補

助事業が完了したときは 15日以内に実績報告書を提出しなければならない。 

（様式第３号） 

 

地域公共交通夜間運行事業補助金請求書 

 

                                  年  月  日 

 

滝上町長         様 

 

                          住所 

                      申請者 

                          氏名          印 

 

    年    月    日付けで決定通知を受けた滝地域公共交通夜間運行事業に

ついて、次のとおり補助金を請求いたします。 

 

１．請求金額                  円 

（ 第１四半期分 ・ 第３四半期分 ） ※どちらか該当する方を○で囲む。 

 

２．振込先銀行等の名称及び口座番号等 

振込先銀行等の名称 口座番号 口座名義 

 

（銀行等） 
 

（支店等） 

 
普通 
 
当座 
 

 

 



第10条に規定する地域公共交通夜間運行事業補助金実績報告書を次のように改め

る。

様式第４号様式（第10条関係）地域公共交通夜間運行事業実績報告書

（様式第４号） 

 

地域公共交通夜間運行事業実績報告書 

 

 

年   月   日 

 

滝上町長             様 

 

住所  

氏名                印 

 

年   月   日付け滝上町第   号指令で補助金の交付の決定

を受けた標記事業は、  年  月  日完了したので、関係書類を添えて報告し

ます。 


